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1.はじめに 

本資料では，重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）の動的機能維持要求の有無の

考え方を示す。 

 

2. 重大事故等対処設備に要求される機能維持の考え方について 

設計基準対象設備（以下「ＤＢ設備」という。）では，従前から全ての動的設備のうち，Ｊ

ＥＡＧ４６０１-1984 に基づき動的機能維持が要求される設備を整理した上で，動的機能維持

評価を実施している。ＳＡ設備の動的機能維持要求の有無についても，ＪＥＡＧ４６０１-1984

を踏まえ整理している。 

ＪＥＡＧ４６０１-1984 に基づくＤＢ設備に関する動的機能維持要求の整理に対し，ＳＡ設

備を加えたものを表 1に示す。 

 

【地震従属事象に対する考え方】 

「重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」（KK7 補足-

024-6）に示すとおり，地震に対しては耐震重要度分類Ｓクラス施設が健全であることによっ

て事象を収束させることが可能であり，ＳＡは地震の独立事象と整理されていることから，Ｓ

Ａ設備にはＤＢ設備のように地震従属事象への対処に必要な設備はなく，地震時機能維持αが

要求される設備は無い（表 1 の【A】の説明）。 

 

【地震独立事象に対する考え方】 

ＪＥＡＧ４６０１-1984 では，原子炉格納容器（ＰＣＶ）隔離弁を除き，事象発生からの期

間を限定せず事象後に必要な機器・弁について地震後機能維持 β が要求されると例示されて

おり，ＤＢ設備はその例示に準じて整理し，ＳＡ設備のうち機器についてもＤＢと同様に地震

後機能維持βが要求されると整理している。 

ＳＡは地震の独立事象であること及び，ＪＥＡＧ４６０１-1984にＰＣＶ隔離弁について「Ｌ

ＯＣＡ後，一般の隔離弁は直ちに閉となるため，地震時の動的機能維持の必要はない。」と記

載されていることを踏まえ，確率論的な組合せを考慮することにより，事象発生後短期（3日

未満＊）のみ動作し，その後の動作要求の無い弁については，動的機能維持は不要と整理して

いる（表 1の【B】の説明）。 

また，事象発生後長期間（3日以上＊）において使用する弁については，手動で操作する弁を

除き，地震後機能維持βが要求されると整理している。（表 1の【C】の説明）。 

なお，今回工認においてＳＡ時に動作が要求される弁は，事象発生後短期（3日未満＊）にお

いて動作させる弁，又は事象発生後長期（3 日以上＊）において手動による操作を行う弁であ

ることから，動的機能維持評価は不要と整理している。（「弁の動的機能維持評価について」（KK-

7 補足-028-5）添付 3別添 2 参照）  
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注記＊：「重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」（KK7

補足-024-6）では，事象発生後長期（3日以上）において地震独立事象による荷重

と地震の組合せを考慮し，3日以上は弾性設計用地震動Ｓｄ，60日以上は基準地震

動Ｓｓを組み合わせることとしており，本資料においても同様に事象発生後長期（3

日以上）について地震を考慮することとしている。 

 

3. 動的機能維持評価（解析）における動作時荷重の考慮について 

動的機能維持評価（解析）においては，地震時／後機能維持によらず保守的な設定として動

作時の荷重を含めた評価を実施している。 

これは，従前の構造強度評価における基礎ボルト等の評価において，ポンプ振動による震度

Cp を保守的に考慮していることと評価の考え方を整合させたものである。 
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表 1 ＪＥＡＧ４６０１-1984 に基づく動的機能維持要求の整理 

 動作時期 ＤＢ設備 ＳＡ設備 

地震従属事象へ

の対処に必要な

設備 

地震時 α：地震時機能維持 

（考え方）地震時に動作が必要な機器 

（設備の例）制御棒，原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する弁 

―：対象設備無し 【A】 

（考え方）ＳＡは「地震の従属事象」ではなく「地

震の独立事象」となることを確認して

いるため，動的機能維持が必要な設備

は無い。 地震後 β：地震後機能維持 

（考え方）地震による原子炉停止後に冷温停止するた

めに動作が必要な機器 

（設備の例）主蒸気逃がし安全弁（逃がし弁機能），原

子炉隔離時冷却系タービン 

地震独立事象へ

の対処に必要な

設備 

事象発生後 

短期 

―：不要 

（考え方）事象発生直後のみ動作するＰＣＶ隔離弁 

（設備の例）ＬＯＣＡ直後のみ動作，その後の動作要

求の無いＰＣＶ隔離弁 

 

―：不要 【B】 

（考え方）事象発生後短期（3 日未満）のみ動作

する弁 

（設備の例）事象発生後短期（3 日未満）のみ動

作，その後の動作要求の無い弁 

事象発生後 

長期 

β：地震後機能維持 

（考え方）事象発生後に動作が必要な機器（ＪＥＡＧ

４６０１-1984 では，事象発生からの期間

を限定せず，対象設備を例示している）。 

（設備の例）ＥＣＣＳ系ポンプ，ＥＣＣＳ系の動作に

必要な弁，ＬＯＣＡ後にＥＣＣＳ等の停

止に伴い動作するＰＣＶ隔離弁 

β：地震後機能維持 【C】 

（考え方）弁：事象発生後長期（3 日以上）にお

いて動作する弁（今回工認におい

て対象となる弁は無い）。 

機器：事象発生からの期間を限定せず

動作が必要な機器 

（設備の例）非常用ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ，復水移送ポンプ 

注：表中で用いている略語を以下に示す。（ＥＣＣＳ：非常用炉心冷却系）（ＬＯＣＡ：冷却材喪失事故） 
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参考 ＪＥＡＧ４６０１-1984 抜粋 
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